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（午前９時30分　開議） 

○議長（田中博晃君）おはようございます。 

　ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（田中博晃君）これより会議を開きま

す。 

　この際、14番　南出君から発言の申出があ

りますので、これを許します。 

　14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）おはようございます。 

　発言の訂正をお願いいたします。 

　去る９月８日に行いました一般質問、待機

児童についてでの私の発言に誤りがありまし

たので、訂正をお願いしたいと思います。 

　発言の中で、周辺自治体の月額の一時預か

り保育料金を紹介した際、泉佐野市は上限が

月額３万5,000円であると紹介いたしました

が、正しくは泉大津市の上限月額が３万5,000

円であります。おわびして訂正をお願いいた

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（田中博晃君）ご了承願います。 

　同じく、17番　石橋君から発言の申出があ

りますので、これを許します。 

　17番　石橋君。 

○17番（石橋英和君）私も発言の訂正をお願

いいたしたいと思います。 

　昨日、私が隅田保育園跡地、当該目的で売

却されましたという発言をしたのであります

が、実はこの売却にあたっての地元説明会が

開催されて、私もそこへ出席したんですが、

そういうところで私は、これはもう売却され

るものと早合点して昨日の発言に至ったんで

すが、実はまだ正式な契約には至っていない

ということですので、この文言について訂正

をお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（田中博晃君）ご了承願います。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（田中博晃君）これより日程に入り、

日程第１　会議録署名議員の指名　を行いま

す。 

　本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、４番　梅本君、

７番　岡君の２人を指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　日程第２　一般質問 

○議長（田中博晃君）日程第２　一般質問　を

行います。 

　順番15、７番　岡君。 

〔７番（岡　弘悟君）登壇〕 

○７番（岡　弘悟君）おはようございます。 

　皆さん、ちょっと前にヤフーニュースでサ

トシ・ナカモト氏の資産がビル・ゲイツを超

えたと小さく報道されたんです。皆さん、サ

トシ・ナカモト氏、知っていますか。知らな

いでしょう。多分知ってはる方は数人おられ

ると思うんやけど、ビットコインをつくった

人です。ビットコインの理論をつくった人。 

　ビットコインというのはあるとき急にイン

ターネット上にその理論、英語ですけど、い

きなり投稿されて、それに興味を持った開発

者がこぞってビットコインとよく似た仮想通

貨、今は暗号資産と言いますけど、開発した

と、それはそういうニュースがあったんです

けど、このサトシ・ナカモト氏はいまだに誰

か分かってないです。誰か分かっていない。
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謎の人物です。 

　皆さん、「ウィニー」という映画見ましたか。

見てないですか。ぜひとも興味ある人は見て

ください。ウィニーというのは、僕たちが二

十歳前後の、パソコンいじってた人やったら

みんな知っているんですけども、ダウンロー

ドする。違法に使われて、ちょっといろいろ

問題があった、でも、それは開発者自体は本

当は問題ないんですけど、逮捕されたという

大きな事件になった。これ実話です。 

　そのときに逮捕された開発者というのが金

子勇氏。天才です。僕は、その逮捕劇がなか

ったら日本のＩＴのソフト関連の、ユーチュ

ーブだとか今はＸになっていますけどフェイ

スブック、と同じぐらいの企業が日本にあっ

たんじゃないかと思われるぐらいの天才です。 

　ネタばれしませんけども、映画を見てもら

って、じゃ、なぜサトシ・ナカモト氏がいま

だに謎なのか。僕はサトシ・ナカモト氏は金

子勇氏で間違いないと信じています。いろん

な説があるんです。５人ぐらいがサトシ・ナ

カモト氏じゃないかと実際言われていますけ

ども、そのうちの３人は否定しています。１

人は自分がそうだとおっしゃっていますけど

も。 

　暗号資産、知っている方やったら分かるん

ですけど、ウォレットというところに、小さ

なこんな機械です。ここに保存するんですよ

ね。だから、インターネットからは、もう外

部からはアクセスできないようにするんです。

このパスワードというのはもう完全に個人が

忘れてしまうと永久に出てこないんです。そ

れぐらい強固なものです。 

　１人、これアメリカの方ですけど、裁判沙

汰になったんです。じゃ、証明してみろと。

簡単です。サトシ・ナカモト氏が保有してい

る110万以上のビットコインを提示してくれ

と。いまだに提示できてないんです、あれこ

れ言い訳して。 

　じゃ、なぜ金子勇氏は自分がサトシ・ナカ

モト氏と同一人物なのか公表しないのか。「ウ

ィニー」を見てください。「ウィニー」の中で

それは触っていないんですけど、でも、金子

勇氏がどういった経緯でウィニーをつくった

か。暗号資産の基本にあるのがピアツーピア

というシステムなんですけども、それがどう

やって暗号資産につながっているかというの

を何となくにおわせながらつくっている。 

　なぜこの話をしたかというと、当時そうい

ったものに対して興味を示した人だけが、今、

成功しているんです。そのときに「何やそれ」

「自分の理解の範疇を超えている」「知らない

よ」「何だこれ」と思った人じゃなくて、これ

に未来を感じた人は、今、大成功している。 

　そういう、何というのかな、僕いつも言う

んですけど、そういう気持ちが大事じゃない

んかなと。自分の範疇の中で「そんなもん知

らないよ」「分からへん」「そんなのに何の価

値もないやん」と決めつけていること自体で

もう未来がないんです。 

　だから、そういったものを、きっちりと未

来を見つめていた金子勇氏のこの「ウィニー」

という映画、ぜひとも見てもろうたら、ああ、

そういうことやったんか、この方が逮捕され

てなかったらな、じゃ、ビットコインとどう

つながるのかなというのも、結構面白い、実

話なので、よくつくられているので、ぜひと

も見てください。 

　今回の質問は二点です。 

　一つ目はコンセプトを持つことの大切さ、

二つ目は米の価格と今後の畜産についてです。 

　この一つ目。毎回、僕はニッチな世界で攻

めないと、橋本市のそういった観光産業だと

か収益性を生むものに関しては勝てないと

常々申しておりましたけども、なぜか逆行す

るんですよね。よほど僕の言っているところ
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がやりたくないのか僕の言っていることが理

解してもらえないのか、ちょっと分からない

ですけども、それを検証も含めてちょっとお

話しさせてもらいたいと思います、まず一つ

目。 

　本市において様々な施策が取られています

が、その幾つかはコンセプトが薄く、物語や

想像をかき立てるようなものではないと感じ

ます。例えば高野山麓精進野菜とはどのよう

なコンセプトでそのカテゴリーを決めている

のか、どのような基準、目標を持っているの

か、全く見えてきません。 

　はしもとオムレツとは一体どのようなカテ

ゴリーと基準をもってはしもとオムレツなの

か。高野山麓ツーリズムビューローとはどの

ようなコンセプトとルールがあるのか。 

　一例ですが、コンセプトなくして人は興味

を示しません。バックボーンになる事柄が厚

ければ厚いほど、魅力を感じることができる。

聖地という場所も、私見ですが、聖地はつく

られているのではなく、コンセプトとバック

ボーンによって人は魅了されている。 

　その事柄を考えると、橋本市の幾つかの施

策は根本的なコンセプトが薄く感じます。な

ぜ創造力とコンセプトを大切にしないのでし

ょうか。民間の発想ならコンセプトは譲れな

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

　二つ目です。米の価格と今後の畜産につい

て。 

　これもう本当にシンプルに、僕これどうな

るんやろうなと本当に疑問に思ったんです。

話聞いているうちに、まあまあそういうとこ

ろもあるのかなと思ったんすけど、一応、今

後の自分のためでもあり、今後の市民がどう

考えているかというのもあり、ちょっと質問

させてもらいます。 

　米の価格が高騰し、備蓄米を放出すること

で価格上昇を抑制しようと政府は躍起になり

実行しましたが、これはどうなのでしょうか。

そもそも米価格については、６月議会で経済

推進部長の発言どおりであるなら、作っても

赤字、そのような状況で米の生産量を上げる

ことは可能なのでしょうか。 

　もう一つ危惧することは、備蓄米放出によ

り家畜への飼料が不足し、価格高騰を招き、

卵や肉などの食料価格の高騰を招かないのか。

食物連鎖で考えれば、家畜の飼料となる米を、

食物連鎖の我々頂点ですよね、頂点である人

間が先に消費すれば、ごく自然に飼料不足に

よる価格高騰は想像できるのですが。 

　米の価格についてもどのように考えておら

れるのですか。私見ではありますが、米価格

は以前のような水準に戻る可能性は私自身は

低いと考えます。理由は簡単です。世界に求

められるほどおいしいからです。実際、今、

米はどんどんどんどん輸出される準備ができ

ているし、世界も求めています。 

　ナタデココブームで起きた事例と同じです

が、日本企業がナタデココを買いあさり、当

時、フィリピンの子どもたちのおやつだった

ナタデココが高騰し、高くて買えなくなった

という話です。今の日本は当時と逆の立場で

す。 

　本市は今後どのような考えを持ってこの問

題に取り組み、そして国へ要望していくのか、

その考えをお示しください。 

　以上二点です。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君の質問項目

１、コンセプトを持つことの大切さに対する

答弁を求めます。 

　経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）おはようござ

います。よろしくお願いします。 

　コンセプトを持つことの大切さについてお

答えします。 
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　本市の施策は、長期総合計画に定める基本

計画に沿った形で事業構築されています。 

　議員ご指摘のとおり、施策には強いコンセ

プトを据え、物語性やバックボーンを持たせ

ることが長期的な共感と持続的な発展につな

がる重要な要素であると認識しています。 

　一例として挙げられた施策について説明さ

せていただきますと、まず、高野山麓精進野

菜は、江戸時代から昭和40年代まで続いてい

た高野山周辺の雑事のぼりの風習になぞらえ、

本市で生産される野菜の生産において、化学

農薬及び化学肥料を減らすことで安全かつえ

ぐみを抑えたおいしい野菜の生産を行い、地

域農業者の所得向上をめざした取組みとして

います。 

　次に、はしもとオムレツは、本市の鶏卵の

生産量が県内生産の半数以上であることに注

目し、全国的にも取組み実績のないオムレツ

により橋本市を全国にＰＲするため、平成28

年から取組みを始めました。 

　また、オムレツは様々食材を包み込むこと

ができ、本市で生産された農産物も併せてＰ

Ｒできることや、取組みが進むことで市内の

飲食店の売上げ向上の一助となることをめざ

す取組みとしています。 

　最後に、高野山麓ツーリズムビューローは、

日本有数の歴史・文化の要衝である高野山が

近年、参拝客だけではなく観光客の獲得に成

功した背景から、山麓地域に当たる橋本市及

びその周辺地域における観光事業の健全な発

展と振興並びに地域の活性化を図り、域内住

民の生活・文化及び経済の向上発展を促すこ

となどを目的として設立され、これらの目的

を達成するため、旅行業、着地型観光旅行商

品の企画、観光誘客に向けた国内外セールス

プロモーション、観光関係者の資質向上事業

などを実施しているところです。 

　これら三つの事業の構築にあたっては、あ

らかじめ有識者やステークホルダーを中心に

事業コンセプトを決め、また、事業の実施・

運営にあたっては、それぞれ法人や協議会を

新たに設立することで、民意を直接的に反映

でき、また、機動性を確保できるとともに、

行政からも物的・人的に支援し、事業の継続

性を確保しています。 

　議員おただしの、なぜコンセプトを大切に

しないのかについてですが、決してコンセプ

トを大切にしていないというわけではありま

せんが、振り返りますと、事業の構築時等に

おいて現場の声を丁寧に拾い上げ、より多く

の方々に参加していただく必要が生じた結果、

ステークホルダーの参加要件などを現実的な

範囲で広く設ける運用を選択せざるを得ない

場面があり、一部の基準が緩和され、結果的

にコンセプトの芯が見えづらくなったことな

どが今回のご指摘につながったものと考えて

います。 

　各事業、状況は様々ですが、以前からのご

指摘等により、既に要件の見直しなどコンセ

プトの再設定に取り組んでいる事業もあり、

今後においても関係者とのコミュニケーショ

ンを密にしつつ、頂いたご意見に真摯に対応

しながら、計画的に事業を実施していきたい

と思います。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君、再質問あ

りますか。 

　７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）ありがとうございます。 

　早速ですけど、ちょっとスライドを変えて

もらえますか。 

　これ橋本市のホームページというか観光情

報サイトなんですけど、はしもとオムレツと

は何かというのもちゃんと書いてくれてある

んですよね。「はしもとオムレツってどんな

の？」と。僕これ見たときは、すごいいいと

は思うんですよ。すごくね。でも、何でオム



－164－

レツなのかというのが薄いんですよね。これ

上にも書いてくれてあるんやけど、「卵の生産

地やからオムレツって、どう」とやっぱり僕

は思ってしまうんです。 

　何で僕これ疑問を呈するかというたら、こ

れこんなん言うたらまた、担当課のみんな頑

張っとんのにとかいうて後で怒られるんやけ

ど、いや、分かっとるんですよ、そんなこと

は。自分も分かっとんです。担当課は頑張っ

とるの分かっとるし、オムピッピで盛り上げ

るの分かっとるけど、だから、なおさら余計

思うんやけど、これ、もうずばっと聞きます

よ。もうみんな心の中で思うてください。 

　はしもとオムレツ、今、10店舗ちょいかな、

加盟店があるんよね。皆さん、全部行ったこ

とある人は。心の中で。食べたことある人は

あると思う、ほぼ。 

　じゃ、もう一個聞きます。今年、はしもと

オムレツ食べに行ったこと、食べたことある

よという人、心の中で考えてください。食べ

てますか。僕は正直言いますよ。僕は食べに

行ったことあります。でも、今年食べてない

です。 

　なぜかというと、食べる機会ないですよね。

はしもとオムレツで皆さん頑張っとるのは分

かるけど、なかなかオムレツ食べに行こうか

なというのは。僕はね。ほんま言うたら手挙

げてもろてもええんやけど、あまりに酷やか

ら。だから、そういう。 

　皆さんの認識もそうでしょう。その中で、

どないやって盛り上げていけるんと。じゃ、

みんなで食べたらええんやろと、そんな話ち

ゃいますよ。そういう食べなあかんという意

識で食べるもんじゃないでしょう。だから、

もともと出だしからして、そのコンセプトが

ちょっと違うんじゃないかなと。 

　だから、例えば、僕が言いたかったのは、

もうずっと同じことを言うとるんです。なの

に、なぜか僕の言う話は聞いてもらえない。

別にいいんですよ。これが成功しているので

あれば。成功してないから、これはここが抜

けてるから成功しないんじゃないのという話

をずっとしているだけで。だから、ほんまに

大事にせなあかんのは。 

　ちょっとスライド出してもらえますか。 

　これもうよく、僕好きなところなので。久

米の里、これガンダムがあるところです。僕

の大好きなガンダムがある。これ個人の方が

作った。 

　ここで、一緒に会派でも食べに行ったこと

あるんですけど、これです。津山ホルモンう

どん。有名ですよね。これもちゃんとコンセ

プトここに書いてあるんやけど、ここはもと

もと精肉場があってホルモンが安く手に入っ

て、そして、長く鉄板焼きとかうどん屋でホ

ルモンを混ぜて、ボリュームよく食べよう、

おいしいよと。広めるのにＢ１グランプリに

出たりとか、かなり上位に入っています。 

　そういったこともあり、ほんで、一番の何

が違いかといったら、地元で愛されとるんで

す。地元の皆さんが食べてる。そこが抜けて

るでしょう、まず。 

　コンセプトとして、じゃ、津山ホルモンう

どんとは何かというたらちゃんと定義がして

あって、ただ一点違うことがあるんです。各

店舗ソースの味が違うんです。それもうしゃ

あないですよね。でも、それを逆手に取って

るというか、逆にいろんな味が楽しめますと。

だから皆さんいろいろ行ってください。ただ、

コンセプトとしてはこれが津山のホルモンう

どんやと。ホルモンも津山産で使いますと。 

　これ、でも、基本なんです。これ別に特別

なことをしているわけではなくて、これは僕

の私見でも何でもない。前の聖地の話もしま

したけど、聖地は僕の私見じゃないですよ。

世間一般の理屈としてそれがそうなんです。
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これも普通そうなんです。ここから、何とい

うのかな、地域産のものを発信していくとい

うのは始まるんです。 

　皆さん、さっきお話しさせてもろうたけど、

オムレツ食べますか。オムレツでも、もう別

に、だから、僕は今、オムレツの発信のとき

からの話で、もうやめろとかいう話をしとる

んじゃなくて、じゃ、どないやって盛り立て

ていくかというたら、こういうコンセプトじ

ゃ駄目なんです、今のやり方やったら。 

　ぼやっとしとるんです。橋本の食材を包ん

で橋本の卵を使って、これがはしもとオムレ

ツですと、ぼやっとしとる。何でもええのと。

いや、これがはしもとオムレツなんやと。こ

れこそはしもとオムレツなんやと。それが各

店舗で提供されてて、でも、各店舗、味が違

うよねと、それはええんや。ぼやっとしてる。 

　そこについて、どないお考えですか。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）岡議員の質問

にお答えします。 

　僕も就任してから、はしもとオムレツにつ

いては、なぜ、確かに皆さんに食べていただ

けないのかなというか、広まりがちょっとや

っぱり薄いのかなというところで、結構考え

たこともあります。 

　確かに、津山焼きそばとかいろいろ物で売

っているところという、名物で売っていると

こというのはあります。高野山麓精進野菜に

してもはしもとオムレツにしても、スタート

が何が違うのかなということを考えると、つ

くるときから始まっとるんです。 

　確かに、いろんな産地があって、昔から脈々

と伝えられたような名物なものがあって、そ

れを市として外に向けてＰＲしていくではな

くて、市としてやっているのは、事業者の皆

さんに集まっていただいて、まず何をつくろ

うというところから始まっているというとこ

ろが、やっぱり一番薄くなっている点かなと

いうのを感じております。 

　はしもとオムレツについても、橋本で卵が

たくさん作られているという背景を受けて、

何か卵で地域活性化ができないかなと考えた

ときに、さっきのニッチな話じゃないですけ

ど、やっぱり全国的にもあまりオムレツで、

何というんでしょう、町おこしているという

ところがなかったので、そこをチャンスと捉

えてオムレツと決めたというところはありま

した。 

　その上で、子どもたちにも分かっていただ

けるというか、橋本やったらオムレツやと分

かってもらうために、子どもたちに対しても

ＰＲするために、オムピッピとかそういうよ

うな取組みもしているというのが今の現状で

ございます。 

　なので、確かに背景とか歴史とかというと

ころは浅いんですけども、根本にあるのは橋

本のものを市外にＰＲするというところです

ので、その辺もうちょっと頑張らせていただ

いて、ステークホルダーもやる気になってく

れているとこもありますので、その辺しっか

りとやっていきたいなというふうに考えてお

ります。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）もう、やめろという話

をしているんじゃないと何回も言うてますで

しょう。まあええけど。 

　じゃ、もう厳しいことを聞くよ、そこまで

言うんやったら。じゃ、はしもとオムレツ、

今の状態で、各店舗、はしもとオムレツで売

上げが上昇するとかそういったふうに役立っ

ているかというのをちゃんと検証しているの

かと、あと、それによって橋本の卵の知名度

が上がっているかとか、そういうことは調べ

てはるの。 
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　僕、何でこれ聞くかというと、いや、お店

に入って、あっ、はしもとオムレツってある

なと、知らん人が食べることはあると思うけ

ど、はしもとオムレツ食べに行こうといって

来てる人で、そうじゃないとお店って売上げ

上がらないわけでしょう。普通に入ってきた

お客さんがはしもとオムレツ食べたから売上

げ上がるわけと違うでしょう。 

　だって、カレー食べたってええし何食べて

も売上げになるんやから、たまたまはしもと

オムレツを選んだというだけやったら、それ

が「はしもとオムレツばっかり頼んでくれる

んや」というんやったら分かるんやけど、そ

うじゃなくて、はしもとオムレツによってお

客さんが増えたというんやったら費用対効果

は分かるんやけど、そういうふうにちゃんと

分析してはるの。 

　ほんで、もう一個。後でまた言うんやけど、

はしもとオムレツによって、結局、結果、何

を得たいの。橋本の卵って、僕もうここから、

もう根本から話していきたいんやけど、我々

市民なかなか橋本の卵は手に入らないですよ。

例えば市で売れるような状態をつくっていっ

て、はしもとオムレツによってそれを広げて

いって全国に展開していく、卵を発信してい

くとかいうたら分かるんやけど、はしもとオ

ムレツで何を目的、目標としているの。 

　ちょっともう最初に、部長に答弁してもろ

て後で言うのもいけずやから、もう最初にち

ょっと、時間あれやけど言うけど、岡山の美

咲町に「食堂かめっち。」って僕前にも何回も

議会でも言うてるんやけど、一緒に行った同

僚議員もいらっしゃいます。卵かけご飯。 

　僕、議員とだけじゃなくて個人でも友達連

れて何回も行っています。もう、でも10年ぐ

らい前の話なので。 

　そこ、卵かけご飯だけなんです。卵焼きも

あるけど。１時間待ちですよ。もちろん安い

からというのもあるんやけど、１時間待ち。

だいたい、一緒に行った方は「おいしいけど

普通の卵かけご飯やな」という感想が多い。

でも、リピーターが非常に多いんです。これ

ニッチな話なんです。 

　普通の卵かけご飯やなと思う人は来ないん

です、もう。でも、来る方の中で数パーセン

トの方がリピーターとして来られるんです。

それだけで１時間待ち。これがニッチな話な

んですよね。 

　じゃ、何でそこで卵かけご飯なのかと。卵

かけご飯を全国で初めて推奨したと言われて

いる方、資料でいうたら岸田吟香さん。この

方が岡山の美咲町出身で、聖地として、まち

おこしとしてやっていこうというて、母体は

だから、食堂かめっち。の母体は町なんです。 

　じゃ、結果、何を目的としてやっているか

というと。ちょっとスライドを。 

　これ食堂かめっち。多分覚えておられる方、

議員もいらっしゃると思います。これ卵かけ

ご飯だけなんです。こういう普通の食堂です。

これ何回も紹介しているんですけど、見たら

結構値上がりしてて、普通のメニュー、僕ら

が行かせてもろたときって250円やったんで

すけど、500円に値上がり。何か特別なメニュ

ーというか、お醤油が何個もあって味変でき

るんですけど、それはどうも1,000円に値上が

り。僕らのときは250円でテーブルに並べてく

れてあったのであれやけど、やっぱり世の中

なかなか、インフレはすごいなと思いながら。 

　ただ、このメニューで550円やったかな、消

費税込みで。ちょっと皆さん、後で調べてく

ださい。これがこのメニューなんですけど、

お代わり自由ですけど、これ何を目的として

いるかといったら、これ、お土産品でちゃん

と卵とか卵かけごはんのお醤油とかを販売し

とるんです。言うてること分かりますよね。

目的として、アンテナショップなんです。 
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　もう一個、お米も美咲町で取れたお米。何

か聞いたことあるな。棚田で一生懸命まちお

こししとるんです。橋本市もやってませんか。

こういうコンセプト、しっかりしとるんです。

棚田のお米使って、地元産の卵を使って、そ

して卵かけご飯発祥の地の、その聖地という

のも掘り起こしてきたんです。 

　掘り起こしてきたんですよ、これ。みんな

知らんでしょう、普通。卵かけご飯を一番に

推奨した人って普通知らないじゃないですか。

掘り起こしてきたんです。ほんでそのコンセ

プトを持って卵かけご飯を発信したんです。

ほんなら、ＳＮＳを使って拡散されて、並ぶ

までになって、名前書いて並ぶんですよ。 

　ちょっと今、僕、現状分からないです。値

上げされているし、僕ちょっと、もうちょっ

と10年近う行ってないので。ただ、僕らが行

ったときはいつ行ってもそうやったです。 

　だから、そういうコンセプト、そこが薄い

のと、あと最終目的に卵の販売だとかお米の

販売だとか、例えば製造品、お醤油の販売だ

とか、そういうものははしもとオムレツのど

こにつながっとるんですか。それをお答えく

ださい。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　当初のコンセプトとしては、これは食を通

じた橋本産品のブランド化というところでス

タートをしています。この意味合いというの

が何かといいますと、はしもとオムレツとい

うのに橋本の卵、確かに手に入りにくいとい

うのは事実あります。最近は手に入りやすく

なってきたんですけど、やっぱりもともとは

もっと入りにくい状況でした。その卵に包ん

で、橋本の産品も一緒に使っていただいて、

一緒にＰＲしていこうというところが当初の

目的でした。 

　それに対して、先ほどの質問の中で、そう

したら店はもうかっとるのか、オムレツでも

うかっとるのかということがございますと、

確かに、それだけでもうかっているという事

実は今のところ捉えられておりません。これ

がもう事実のところです。 

　先日も私、家族と行ってきたところでは、

僕はオムレツを頼んだんですけども、家族は

確かにハンバーグセットを頼んだりという。

選択肢の一つとしてオムレツが全て選ばれて

いるかというと、そうじゃないということも

理解しております。 

　ただ、当初の目的としては、できるだけ橋

本市内ではしもとオムレツを提供する店が増

えて、そこに橋本の卵、橋本の産品、農産物

というのを使っていただいて、農家がもうか

るところまで行くのはすごくしんどいところ

やと思うんですが、農業者と商工業者が連携

して橋本市の名前を全国的にアピールできた

らなというところで始めたのが最初のきっか

けでございます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）それはもう全然いいん

ですよ。だから、コンセプトが薄いから今の

結果になっているというのは理解しといてく

ださい。もうこのことは話をとったって何も

前向いて進めへんからいいんやけど、お店が

もうかるようにしたってくださいよ。せっか

く始めたんでしょう。そこだけです。 

　あと、次、もう時間あんまり割くのもあれ

やから、高野山麓精進野菜。これ、もうずば

っと聞きます。特殊な作り方というか農薬を

減らしたり、分かります、分かります、それ

はもうもちろん理解します。じゃ、ほかの野

菜よりも高く売れているんですね。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答
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えします。 

　現在のところ、ほかの野菜より高く売って

いるような状況ではございません。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）何で。何で。いやいや、

何でと聞くのは、高く売れるようにしてない

からでしょう。ずばっと言うよ。普通やった

ら、例えば神戸牛、当たり前の話やけど、神

戸牛、皆さん高いお金出して食べる人もいら

っしゃるし、外国人、食べるよね。神戸牛っ

て神戸で、生産は丹波地方やけど、多いのは。

神戸牛になれるのって数パーセントやんね。

知ってるよね。１％とか２％とか５％以内が

神戸牛というブランドを名のれるから高いん

よね。徹底的な品質管理しているから。 

　だから、高野山麓精進野菜もほんま言うと、

ある程度の基準を設けて、この基準以上が高

野山麓野菜で高く売ると。これ何で、僕ずっ

とブランド化はもう十何年前から言うてるん

やけど、ブランド化することのメリットとい

うのは、ブランド化したものが高く売れるの

はもちろんメリットなんやけど、一番のメリ

ットは、そこからはじかれたものでも高く売

れるからブランド化の目的があるんよ。 

　果物も何でもそうやん。Ａという果物がブ

ランド化してすごく高いと。でも、高いから、

いやいやちょっと、まあ言うたら傷が入って

いるから、味は一緒やけど形が悪いからとい

う理由で、そこにブランド化の中に入れへん

かったものが高く売れる。 

　これ牛肉の話をしたけど、実はマンゴーが

そうなんよ。宮古島のマンゴーってこれぐら

いで何千円とするすけど、宮崎も有名やけど、

僕は宮古島によく行くので、空港でこんなん

買うたらほんまに何千円とする。 

　向こうでこんな粒がふぞろいのやつ、キロ

で、今ちょっと人気あり過ぎて手に入れへん

のやけど、僕が行っとったときは数千円で手

に入った。―――――――――――――――

―――――――――――――。 

　それでも、農家さんに聞いたら、すっごい

うれしいと言うもん。今まで、だってジュー

スにしかなれへんで、もう言うたら廃棄みた

いなものが数千円単位で売れる。ジュース飲

みながらマンゴー農家の方としゃべってたら、

いや、ブランド化してからすごくいい、売れ

ると。でも、今まで売れへんかったと。 

　そこが一番のメリットで、そこに目をつけ

た。僕これ何回もこの話してます。１回ちゃ

うよ。まあせえへんのやからいいけど。ええ

んよ、別に。ただ嫌みで言うとるだけやから。 

　じゃ、高野山麓精進野菜はなぜ高く売れな

いの。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　高野山麓精進野菜の中でもいろいろ品目は

あるんですけど、ゴマの部分とそれ以外にち

ょっと分別されるところがあります。ゴマに

ついては新しく作り始めたものなので、比較

的引き合いが強くて、確かに１キロ当たり

8,000円とか7,000円とか、そういう部分で売

れているのは事実でございます。 

　これはこれで別に産地化というか、高野山

麓精進野菜の中の一つとしては売れているん

ですが、ちょっと別扱いになっているもので、

残りの通常あるような野菜類、キュウリとか

葉のものというところ、大根とかとあるんで

すけど、これは生産者の方が農薬を減らして

やっているというところがございます。 

　実際、ブランド化に向けてやっているとい

うのも事実ですけども、農家の人がやっぱり

作った分、その分やっぱり売れ残ることがや

っぱりちょっとつらいなと思う場面がござい

ました。そんな中で、当然、やっちょん広場、
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これ言うていいのか、売場なんかで分けて売

っとるんですけども、結果的にそちらの値段、

高野山麓精進野菜を売っている部分の値段と

いうのを上げづらいというような意見があり

まして、ある程度、認知が広まるまでは同じ

値段で売らしてくれへんかというようなとこ

ろがございました。 

　生産部会のほうでもあったんですけども、

確かに生産者は年々増えとるような状況なん

ですけど、爆発的に増えているような状況で

はないので、その辺は状況を、今、経過を見

ているというような状況になったのが事実で

ございます。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）いや、ちょっと違うよ、

それ。行政から始めたんでしょう。じゃ、販

路も探したらな。高く売れる販路。そこが抜

けてるから高く売れない。違うの。 

　生産者の人は高く売りたかったら、それは

売りたいよ。でも、売れれへんからやんか。

売る場所が高く買うてくれるとこやったらそ

こに売るよ。じゃ、そのためにはどうするか

といったら、ちゃんとしたブランド化もして、

ブランド化ができてない分は今のところで販

売したらええやん、同じ値段でも。違うの。 

　そこを言うてるんよ。全部が全部その基準

に当てはまるはずないやん。さっき言うたマ

ンゴーの話も聞いてたのか。その基準にはま

るものとはまれへんものの差異が、言うたら

底上げになるからそれをしなさいよと。だか

ら高く売らなあかんのやねという話をしてい

るんやで。 

　それをせんと、販路も探さんとそういうこ

とをしてるから。でも、販路を探して、いい

ところに売ろうと思ったら、それなりの基準

が要るやん。じゃ、その基準をちゃんと設け

んと、どうやって高く売るのという話をして

るの。 

　生産者の声は分かるよ。売れ残ったらあか

んもん。じゃ、売れ残らんようにどうするか

というたら、たとえそのうちの５％でも高く

買ってもろうて、知名度を広げるところに買

ってもろたらええん違うん。それが有名料亭

でもええよ。有名旅館でもいいよ。それをＳ

ＮＳで発信して、そこで使われていますと。 

　それを言うてるんよ。いや、もう答弁はい

い。もう時間も。 

　「国宝」という映画、見ましたか、皆さん。

今、大ヒットですよね。まだ見てないの。撮

影場所がホテルいとう。最後の、すごい人気

ですよね。もうＳＮＳで聖地になっています。

ホテルいとう、そのホームページでそれ載せ

てるんですよね。ちゃっかり、ホテルいとう

の名物いうて、ふわふわオムレツと。 

　そういうことをずっと言うているん、僕。

こういうことにニッチなこと使って、アニメ

誘致もそうやし、そういうことに使って、例

えばいきなり団子ってすごい有名なんです、

熊本の。皆さん知ってますか。熊本へ行った

らいきなり団子ってすごい売ってるんやけど、

あれ何で有名になったか知ってますか。あれ

アニメの「ケロロ軍曹」の中に出てくるんで

す、いきなり団子って。 

　それまで誰も、熊本行ってない人、僕も分

かれへんかった。何や、いきなり団子って。

子どもが好きでよく見てたのでね。でも、熊

本に行ったらやっぱり買ってまうんです。あ、

ケロロ軍曹で言うとったいきなり団子ってこ

れかと、やっぱり買うてしまう。 

　だから、そういう戦略を取らな、なかなか

広がらへんよと僕は言い続けてるだけの話な

んやけど、逆へ逆へ行くんですけど。もうこ

の話はもうこれでいいです。 

　じゃ、次、ツーリズムビューロー。僕これ

ずっと気になってるのは、黒字じゃないでし
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ょう、実質。そこをまず。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　ツーリズムビューローの決算としては黒字

なんですが、以前から議員からご指摘いただ

いているとおり、そこには派遣している職員

分というのは入っていませんので、それをプ

ラスすると、今もまだ黒字にはなっていない

という状況です。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）決算上は黒字やと。じ

ゃ、配当出しとるんですよね、もちろん。出

資者には配当出してますよね。黒字なんやか

ら。お答えください。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　配当は出しておりません。その辺、事前に

もちょっといただいておったので調べておる

んですが、一般社団法人というところで今や

っておりますので、法律上、一応、収益は配

当できないというかしなくていいというか、

そういう形になっておりますので、積み立て

ているようなイメージになります。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）じゃ、何で出資者は出

資するの。慈善事業ということか。じゃ、皆

さんはその認識で出されているというんやっ

たらそれでいいです。慈善事業ということね。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　慈善事業ではございません。社員とかとい

うのには、旅行商品をつくったら、そこに対

して参画いただいた事業者については当然そ

の見返りといいますか、事業に参加いただい

たような見返りというのは入ってきます。そ

れは企業としての決算で出ますので、そうい

う事業スキームになっております。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）じゃ、出資者の皆さん

はそれに全員関係されている職業をされてい

るということですね。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　全てが全て、行政も入っていますし、当然、

商工会とかも入っていますので、全てが全て

それに関係している事業者ではございません

が、商品をつくっていたり観光事業をやって

いたりという事業者が大半を占めているとい

う状況になっております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）大半を占めている。あ

んまり関係ない方もいらっしゃるのは、僕も

同じ市内で住んでいるのでお話聞くんやけど、

そういう方たちって、じゃ、何で出資してる

のとなってこないか。 

　例えば、公益社団法人やけど、でも、例え

ば理事やったら臨時職で給料出せるやん。そ

うやろ。僕らも理事職って就くから分かって

るけど、非常勤になるからそんな高給は取れ

ないけど、非常勤手当出るはずやん、理事に

なってたら。じゃ、黒字やったら出したった

らいいのに、なぜ出さないの。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　確かに黒字という状況なんですが、今の状

況では、確かに理事手当というのは出してお

りません。ここは今後の課題というか、とし

て捉えて、今のところ次の事業に対しての準
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備金なり次の年の消費税に充てるような準備

金として準備しているような状況にはなって

おります。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）消費税はそもそも横に

省いているから黒字と関係ないでしょう。何、

消費税を食ってるの。横にはねてるんやから

経営上の黒字には乗らないでしょう、消費税

は。消費税が入ってきて黒字になったらおか

しいやんか。例えば僕の会社が1,000万円利益

あって、消費税が1,000万円払うやつ別にあっ

たら、利益2,000万円になるんかいうたらなら

ないやんか。別によけてるやん。経常利益に

は乗らないでしょう。まあええわ。預り金や

んか、消費税は。預り金でしょう。 

　だから、ほんま言うと、そういうのを目標

にせなあかんのね。関係してる人はもちろん

もうかったらええし、いや、理事、みんなで

出資してる人はそういう中で黒字やったら手

当もやっぱり出なあかんのよね。それがほん

まは健全なんよ。なぜ出せないかといったら、

もう、ずっと言うているけど、決算上は黒字

やけど中身は赤字やからやろ。そうやん。も

うずばっとそうやん。 

　でも、普通に考えて、皆さんにも考えてほ

しいんやけど、じゃ、年間幾ら赤字とか、も

うここでは言わんよ。それを例えば数年続け

ていって、見せかけの黒字やけど、それが年

間200万円例えば黒字やったけど、実は中身

300万円赤字やったとして、５年続けてたら

1,500万円、10年続けたら3,000万円の赤字で

すと。皆さん、自分のお金やったら、それ続

けますか。 

　続けますか。そこなんよ。そこをちゃんと

考えな。だから、やめろ言うとるんと違うん

よ。じゃ、何でそういう状態になっているん

かというのをちゃんときっちりほり出さんと、

いつも同じ質問してる。僕、何年も同じ質問

してる。中身は黒字や、中身は黒字やと。 

　だから、違うやんと。そこを何で改善して

いかへんのと。じゃ、最終的には何で事務事

業評価で上がってこうへんのと。赤字続きで

しょう。市長はずっと、昨日も言うてたけど、

もうける力、稼ぐ力と言うた、僕これは相反

する事業やと思うよ。実質赤字やん。放出し

てしもとるやんか。一生懸命ほかで頑張った

けど、こっちで300万円も出たら赤字やん。そ

こをちゃんと精査してください。 

　事業の在り方とか事業のやり方ももうちょ

っと考えんと。あと出資者のことをもっと考

えたらんと。出資してくれてるんよ。今、銀

行に預けても金利上がってきているんやもん。

その出資したお金ロックされて、何でその出

資分のお金の数パーセントも利益が配当とし

て、配当じゃなくて利益として還元されへん

のかと。これ資本主義の根本やで。間違えて

ると思う。そこもうちょっと考えてください。 

　時間ないので、一つ目の質問を終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、米

の価格と今後の畜産に対する答弁を求めます。 

　経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）米の価格と今

後の畜産についてお答えします。 

　米の価格については、高騰の原因について

様々な臆測がある中で、８月上旬に農林水産

省が米の供給量が不足していたことを認め、

合わせて石破総理も増産にかじを切ることを

表明しました。 

　一方、政府は、米不足の原因究明がなされ

る前に、供給量を補填するため備蓄米を放出

し、価格高騰を抑えるよう取り組んでいます。

これはこれまで十分な労働単価を得ていない

米農家からコストに見合った売上げを得る機

会を奪う可能性がありました。 
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　しかし、実際には備蓄米は売れ残り、米の

販売価格も高値で推移する状況で、今年度の

大手集荷事業者の買取りのための概算金も昨

年に比べ全国的に非常に高くなるなど、生産

コストの高騰に悩む米農家にとっては農業を

継続することに少し希望が見える状況になっ

たと推測します。 

　６月議会においては、本市の農業が果樹中

心であることから、農地や労働力、水利など

様々な課題があり、即座に米の生産量を増や

すことは難しく、また、昨年までの価格で米

を作ったとしても農業所得の拡大にはつなが

るとは考えられないことから、本市として推

奨することは難しいといった説明を行いまし

た。 

　しかし、国が米の増産を明言したことで、

今後、米作りに対する支援が打ち出される可

能性も高く、併せて販売価格が高い水準で維

持されるようであれば、遊休農地を活用した

米作りに取り組む農家も現れる可能性がある

と思います。 

　本市としては、今後国から示される支援制

度と本市独自の農業振興条例の補助メニュー

を組み合わせて支援することで、法人化等に

より農地の拡大や人員の確保に積極的に取り

組む農業者の選択肢を増やし、本市の大きな

課題である遊休農地の削減につなげることで、

米の作付面積が増加し、結果的に増産になり

得ると考えます。 

　次に、備蓄米放出による食料価格の高騰へ

の懸念についてですが、国内の畜産のために

必要な飼料は、トウモロコシや飼料米といっ

たいわゆる濃厚飼料が飼料全体の約８割を占

めており、そのうち９割近くが輸入に頼って

いる状況にあります。 

　このため、ロシアによるウクライナ侵攻の

際には飼料価格への影響は大きく、毎年１割

ずつ価格が上昇したことで本市の養鶏農家で

も大きな影響を受けました。 

　今回の備蓄米の放出による畜産への影響で

すが、令和７年６月までの配合飼料の価格動

向では大幅な上昇はないものの、令和７年度

飼料米の作付面積が昨年に比べ全国で半減し

ていること、また、今後さらに主食用米へ生

産がシフトする可能性を考えれば、卵や肉な

どの食料価格も高騰が見込まれます。 

　このことから、畜産農家の状況を注視し、

状況が悪化する前に国など関係機関への要望

を行うことに努めます。 

　次に、米の価格についてどう考えているか

についてですが、農業を続けていくためには、

生産にあたって様々な経費が必要であります。

しかし、休まず農業をして、さらに自身の労

働単価も考えずに農作物を販売するなど、十

分に販売価格への価格転嫁を行えていない農

家が大半です。やはり農業を続けるためには、

農家が生産に関わる費用はきっちり価格転嫁

しなければ継続は難しいと考えます。 

　現在、国では、取引の適正化のための具体

的措置として、食料・農業・農村基本計画の

中で合理的な価格形成の推進を図っています。 

　市としては、今後、食料・農業・農村基本

計画の中できっちりと価格転嫁が進み、本市

のような中山間地域でも継続して農業ができ

る環境の整備に関する支援を国に求めていき

たいと考えています。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君、再質問あ

りますか。 

　７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）ありがとうございます。 

　お米の値段、消費者にとってはもちろん安

いほうがいいし生産者にとったら高いほうが

いい。ただ、今言える、米の高騰が、僕は値

段が妥当かどうか僕にはちょっと分からない

けども、赤字で作るというのは僕もそれはど

うかなと思う。日本の主食であるので。 
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　ただ、そこで、ちょっと僕も振り返って、

皆さんも振り返ってほしいんやけど、お米っ

て、例えばご飯屋に食べに行ったら、お代わ

り自由、お代わり無料、大盛り無料とか結構

目につきませんでしたか。今はそれなくなっ

てきていますよね、米の高騰で。 

　それって、でも、それだけお米って利益率

が高くて安かったからお店もできたんですよ

ね。そういう状況って普通に考えたらちょっ

と異常じゃないですか。よくよく考えたら異

常じゃないですか。農家の方は一生懸命作っ

たのに、米だけお代わり自由とか無料って。 

　パンのお代わり自由のところってすごいお

金取りますよね。最初に幾ら払ったらパンお

代わり自由ですと。何かそれってすごく日本

の今のいびつな構造を表しているのかなとふ

と思うんです。 

　じゃ、適正な価格って幾らなんよと、それ

は僕はちょっと自分農業してないので適正価

格は決められないけど、となってきたら、や

っぱりある程度の値上げは仕方がないのかな

と。じゃ、消費者と、値上げして農家の直接

の取り分って、流通で間を抜かれてしまうと、

農家の人、直接的な取り分は変わらない。 

　例えば農家の取り分が1,000円上がって流

通で3,000円上げられてしまったら、農家の方

は1,000円しか増えてないけど流通で3,000円

ももうかってしまうという、そういういびつ

な構造が今現状起きていると思う。 

　じゃ、これから国に何を要望していくかと

考えたら、やはり農家の方の最低の販売価格

というのはある程度、国で設けていくべきじ

ゃないかなと。例えば、流通にかかるのが例

えば2,000円と決めたんやったら、そこに５社

入ろうが４社入ろうが2,000円で分けてもら

う。１社やったら2,000円丸ごともらえるけど、

５社入ったら、いうたら400円、１社当たり。 

　これ普通に基本的には、これ、こういうや

り方やってる販売方法って普通にあるんやけ

ど、協同組合法とかの中ではあるんやけど、

それがいいとは言わないよ。なぜかというと、

お米を自由化した、価格を自由化したことに

よっておいしい米を作ろうとみんなして、売

れる米を、どんどん日本の米っておいしくな

った。それは事実。いろんな品種ができて。 

　だからこそ、今、海外に求められているし、

海外の旅行客が日本で日本食を食べて、海外

でこれから次に何が起こるかって、もうちょ

っとイメージしたら分かる。日本で食べた、

言うたらカツ丼とか串カツとかそういったも

のが今度ブームになっていくんです、おすし

がブームになったみたいに。日本の今まで代

表的なものがブームになったけど、次は違う

んです。僕らがふだん食べているものがブー

ムになっていく。 

　じゃ、どうなるのか。買い負けするんです、

日本が。実際、タコがむちゃくちゃ高くなっ

たの、主婦の皆さんやったら知ってますよね。

あれ買い負けしたからです。今までタコを食

べなかったから。でも、タコおいしい、日本

に来て食べたらおいしいやんと、世界のみん

ながタコを食べるようになるんです。買い負

けしますよね。そうしたら値段上がりますよ

ね。だから、これからそんな状況になってく

るんです。 

　じゃ、市として、橋本市の農業も含めてや

けど、やっぱりこれはもう全国で話をしてい

かなあかんし、市長にももちろん力を貸して

もらわなあかんし、うちの議長にも力を貸し

てもらわなあかん。もう全国でこの話をして

いかなあかんので、本市としてやはりどうい

ったことを全国に向けて発信していくかとい

うのを聞きたかったんです。 

　難しい話やから、もう答弁はいいんやけど、

これほんまに、ほんまに今からしてほしいん

です。何か備蓄米を放出して、それはそれで
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いいんです。さっきの話やったら９割が輸入

品やから。でも、これ円安、みんな円高にな

る円高になるって言うてるけど、なるんかな。

分からへん、僕も。僕も分からない。 

　そんな状況の不安定な話じゃなくて、やっ

ぱり国内の生産を増やしていかんと、価格っ

て安定的に下がらない。そんな中で農家の方

の収入と消費者の、何というかな、販売価格

というのをどの辺に決めていくかというのを

今の流通のままで任しとったら、ちょっとう

まくいかないと思うんです。うまくいかない

というか値上がりは必至。止まらない。かと

いって農業事業者の方の収入がさほど増えな

いという悪循環に陥りそうなので、その辺を

要望していただけるかどうか。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　先ほどの壇上の答弁でも申し上げましたと

おり、やっぱり、まず農産物に対する価格転

嫁は重要な課題やというふうに考えておりま

す。これは米という大きな市場の中で、しっ

かりと農家が所得を得られるような形という

のをつくっていかなあかんと思っていますの

で、それは早急に国のほうにも要望していく

ようにさせていただきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君。 

○７番（岡　弘悟君）いや、本当に、ナタデ

ココを思い出してください。分からない人は

調べてください。日本人がナタデココブーム

で買いあさって、フィリピンの子どもたちの

ナタデココがなくなったんです、ほんまに。

これはもう当時の新聞を読んでもろたら、僕、

記憶に残っているから。調べもしたし。 

　逆のことが起こりますよ、今度。日本人が

日本の米を食べれなくなる。政府が輸入する

というけど、今度は日本人が輸入米を食べて、

良いお米は海外に輸出という形の構図が出来

上がってしまう。 

　もちろん生産量は上がってくるかもしれん

けど、でも、結局残る総量は減るから日本人

はなかなか安く買えないという状況になりか

ねんので、主食という話で進めていって、守

るという形であるのであれば、今動かないと、

これもう本当に買い付け、売る側からしたら

高く売りたいので、その辺のシステムづくり

をやっぱり真剣に我々が考えていかなあかん

ところに来てると思うので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

　以上で終わります。 

○議長（田中博晃君）７番　岡君の一般質問

は終わりました。 

　この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時30分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前10時45分　再開） 

○議長（田中博晃君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番16、９番　堀内君。 

〔９番（堀内和久君）登壇〕 

○９番（堀内和久君）おはようございます。 

　最後です。大トリ啓助というやつです。傍

聴席の皆さんも、理事者の皆さんも、おはよ

うございます。よろしくお願いいたします。

いつもどおり一生懸命やらせいただきます。 

　先ほどやっぱり先輩議員、７番議員の先輩

議員の一般質問とかいろいろ聞いてたら、大

事な税金である政務活動費を頂いて、いろん

なとこ、セミナーとか質問の勉強に行くんで

すけど、灯台もと暗しというか、もう７番議

員にレクチャーいただいとったほうが自分の

自己を高められるのかなとか思いながら、ま

たいろいろ考えたいと思います。 

　最初にちょっと冒頭おわびさせていただき



－175－

たいのは、今９月議会でハラスメント撲滅

云々のパート２を予告していたんですが、い

いわけではありますが、いろいろ知事選や参

議院選挙やなんやらかんやらで調査がまだ実

行中で、答えが一つ出ていないので、また近々、

12月議会ぐらいに持ち越しであろうと思いま

すが、自分のスケジュール管理がきっちりで

きてないことを教育委員会にこの場を借りて

おわび申し上げます。 

　さてさて、橋本市制20周年記念ということ

でいろいろな事業をやっておりますが、たま

たま、平成の天皇が30年という節目でたまた

ま替わられるという、こういうふうな形にな

ったので、私事ですが、平成17年７月７日に

入籍したんです。たまたまこの市制20周年の

20周年が被っていて、これもうれしいなと。

20年の時間が流れて令和７年の７月７日とい

う、こういうふうなすてきな数字に巡り会え

て、そんなときにたまたま、いろいろ食事と

かしているときに、たまたまある職員からＬ

ＩＮＥが来まして、「令和７年７月７日に入籍

しました」と。私事ですが、自分のいとこが

令和７年７月７日に子どもが生まれたと、ち

ょっとうれしい話がいっぱいありまして、橋

本市もこれからもっともっとすてきな話にな

っていったらいいなと思います。 

　今日はいろいろお話ししたいことを用意し

ていたんですけども、阪神も優勝しましたし、

残念ながら石破総理も辞任会見どうのこうの、

７日という日がいろいろあったんですけども、

この９月７日ですか、いろいろあったんです

けども、もっともっと自分の身の周りの人が

ハッピーになるように尽力していきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

　最後の一般質問、お付き合いください。四

つあります。 

　米不足での本市の対策について、２回目、

ナンバー２でございます。 

　前回６月の質問で答弁いただきまして、市

の考えは分かりました。米不足への本市とし

ての対応策は、私としては納得いかず、諦め

に近い終わり方をしました。農家の所得を優

先したとの答弁でした。理解もできました。

しかし、この数か月で国の方針が変わってき

たように思います。前回と同じ考えなのかを

伺うと同時に、本当に市として何かの対応策

ができないかを伺います。 

　二つ目、選挙の投票に対しての見直しにつ

いて。 

　国・県・市町村で定期的に選挙というのは

民意を問う大切な仕組みであります。近年の

選挙は昔と違う部分も多々見られます。選挙

に行かれる方は期日前投票が増えてきたよう

に感じますが、現状データを基に改革案など

がないかをお聞かせください。 

　また、選挙に必要な経費の観点から、投票

所の数の見直しや投票に行くことが難しい方

に対しての配慮、全体での人件費などをお聞

かせください。 

　三つ目、本市の道路などの維持管理対策に

ついて。 

　本市が所管する道路の維持管理はどのよう

に管理対策されているか伺います。 

　そして、緊急性は別として、危険性、老朽

化の対策が必要な道路の情報源と対策案につ

いてもお聞かせください。 

　四つ目、職員の勤務時間と体制について。 

　以前にも質問したことがありますが、コロ

ナ禍の緊急的な時代でしたので、再度、平素

の勤務として、最近は、今日は水曜日なんで

すか、ノー残業デーの設定日などがあります

が、本市の人事部は職員の働き方についてど

のようにお考えか。 

　市民サービスを向上させて、中身を濃くし

ながら、時間外減を実行する。決算的にも数
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字で表れず、早く帰る日をつくるのは大切な

ことですが、仕事の量は変わりません。この

矛盾ときちんとした人事評価に基づく計画と

は表裏一体でないと、時間外減の定義にはな

らないと思います。 

　さらに、休憩時間も何となく12時から13時

ですが、携帯を見ている時間、たばこの時間、

その他いろいろあると思いますが、どのよう

に線引きされているのか、市のお考えを教え

てください。 

　答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君の質問項

目１、米不足での本市の対策についてＮｏ．

２に対する答弁を求めます。 

　経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）米不足での本

市の対策についてお答えします。 

　６月議会においては、本市の農業が果樹中

心であることから、農地や労働力、水利など

様々な課題があり、即座に米の生産量を増や

すことは難しく、また、昨年までの価格で米

を作ったとしても農業所得の拡大にはつなが

るとは考えられないことから、本市として推

奨することは難しいといった説明を行いまし

た。 

　しかし、７番議員の答弁でもお答えしたと

おり、国が増産にかじを切ったこと、また、

米の価格が高値で推移していることから、米

作りに取り組む農家が増える可能性もあるな

ど、状況は大きく変化しました。 

　本市としては今後打ち出される施策など国

の動向を見ながら、本市農業振興条例の補助

メニューと組み合わせ、農地の集約に前向き

な農家の支援に取り組みたいと考えています。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君、再質問

ありますか。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）経済推進部長、どうも

ありがとうございます。よい答弁を頂いてお

ると思うので、具体的に二つほど。 

　ちょっと悲しいのは、前回のとき、三浦部

長は農業にもお詳しいのを十分理解していま

す。農家の所得を考えた観点での職責を持っ

た答弁やと承知しているので前回は引きまし

た。今回はこういう形になったので、悲しか

ったことは、国の情勢がどうあれ、橋本市と

してどうやと。せっかく農業振興条例を敷い

た、つくったのは部長じゃないですか。だか

ら、ここでこそやっぱり発揮してほしかった

なと。職責と気持ちの部分と自分が農家して

いる部分というのやっぱり微妙なところある

と思うんですけど、やっぱりついて行きたい

兄貴分でありますから、やっぱりそれは欲し

かったなというのはちょっとこの場で言わせ

ていただきたいと思います。 

　ピンチをチャンスに変える条例というのが

農業振興条例だと思うんですけども、国任せ

でなくて、今言うたことなんですけども、何

かしっかりとする発信とか必要だと思うんで

すけども、７番議員の答弁の延長というかか

ぶるんですけども、そういった意気込みとか

思いとかがありましたら教えてください。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　米作りに関しての今回は特化してのご質問

なので、なかなか農業振興全体のこととして

は捉えにくいところがあるのは事実なんです

が、まず一つ、今回の米の増産価格の動向と

いうのは、農業的に見ると、経済活動と見る

と、農家は米の値段が上がれば当然収益が増

えるわけで、収益が上がるとどういうふうに

するかというたら、当然、農家としてもちょ

っと休んどるところに作ってみよかという状

況が起きているのが今の状況です。 
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　恐らく放っておいても、放っておいてもと

言ったらおかしいですね、このまま多分その

まま推移しても増産はある程度されるという

ふうには考えております。一方で、値段が上

がっている、収益が上がっていることに対し

て何か補助があるかといいますと、逆にそう

いうところには補助していきにくいなという

のは、農業的、経済的な観点でいうとそうか

なというふうに考えております。 

　一方で、ピンチをチャンスに変えるという

お話をいただきましたけども、橋本市は中山

間地で耕作放棄地もどんどん増えてきて担い

手もいないという状況がすごい課題として、

そういう状況になっている状況で、今何をす

べきかというと、やっぱり休んだ農地とか放

されようとしている農地に人をつけなくちゃ

いけない、こういう状況が危惧されておりま

す、というか懸念されております。 

　今回のこの米の価格高騰については、確か

に農家の意欲というところは上がってきてい

るというふうには認識しておりまして、ひい

ては農村振興というか農村の維持につながる

のかなというふうには考えております。 

　水田の維持というのは、田んぼダムと言い

ますけども、当然、田んぼに水を張ることに

よって災害も防げるということがございます

ので、その辺の観点で、農村を守っていくと

いう観点で、ちょっとまだ具体的なところは

これからちょっと考えていかないとあかんと

ころで、もっと早うやっとかなあかんのちゃ

うんかというところもあるんですけども、そ

れはしっかりと考えていきたいと思います。 

　国の動向というのはやっぱり、どういう支

援が出てくるかというのは、和歌山県の米の

生産量というのは全国で見てもワースト６、

つまり市場としてはすごく小さい状況なので、

やはり全国規模の支援というのが出た段階で

判断していくべきかなというふうに考えてお

ります。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）いい考えだと思います。

よろしくお願いします。 

　もう一つだけ最後に、これから田植のシー

ズンになります。今、前向きな答弁を頂いた

ということを前提に、来期、田植してみよう

とか来期はちょっと多くしてみようという気

持ちを促すために農業振興条例というのがあ

ると思うんですけども、例えば反に何ぼ燃料

代を渡すとか何かをするとか、苗代を補助す

るとか、何らかの手だてというのが補助メニ

ューでできないかなというんですけど、もし

策があるのであれば具体的な策、案で結構で

す、言うた言わんにはしませんので、それだ

け端的にお答えください。 

　一つ目を終わります。 

○議長（田中博晃君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　ちょっとほんまに、すみません、これから

考えていかなあかんというか、財源の確保も

必要なので、その辺については明言すること

はできないんですが、例えば、市長が昨日答

弁させてもらったとおり、水路というところ

の地元分担金に対してかなり負担に感じて水

路改修できないというところがまずいらっし

ゃる方、それから、やっぱり米作りで地域を

支えたいという方もたくさん出てきているの

は事実です。 

　こういう方に対して何らかの支援をできた

らなというふうに考えておりますので、どう

いう支援にするかというのは今後ということ

で、よろしくお願いします。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目２、選

挙の投票に対しての見直しに対する答弁を求

めます。 
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　選挙管理委員会事務局長。 

　　〔選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君） 

　　　登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）選

挙の投票に対しての見直しについてお答えし

ます。 

　選挙の投票は、選挙期日の投票所での投票

が原則ですが、投票日に仕事や用務等で投票

所に行くことができないと見込まれる場合、

公示日または告示日の翌日から選挙期日の前

日までに期日前投票を行うことができます。 

　本市における期日前投票者数は、近年の国

政選挙や市の選挙では１万人を少し超える状

況となっていましたが、本年７月の参議院議

員通常選挙における期日前投票者数は過去最

高の１万4,206人となりました。 

　選挙事務の改革としましては、本年６月の

和歌山県知事選挙において初めて期日前投票

所の運営の大部分を外部委託したことに続き、

参議院議員通常選挙においても同様に外部委

託を行いました。この二つの選挙を通じて、

選挙人への対応や課題を整理し、来るべき選

挙に生かしていきたいと考えています。 

　次に、選挙に必要な経費の観点からの投票

所の数の見直しについては、選挙人の数が減

少する一方で期日前投票を利用する方の割合

が増えつつあることや、投票日当日の投票が

少ない投票所もあり、統廃合について選挙管

理委員会で議論を継続して進めます。 

　投票に行くことが難しい方への配慮としま

しては、施設に入所している、身体や精神に

障がいがあり１人で投票所に出向き投票する

ことが困難な方については、事前に期日前投

票の希望日時を連絡いただき、投票の補助要

員を準備した上で投票を行っていただいてい

ます。 

　また、身体障害者手帳をお持ちの選挙人で

一定の障がいのある方や、介護保険の被保険

者証で要介護５に認定されている方は、あら

かじめ郵便等投票証明書の交付を受けた後、

自宅で郵便投票を行うことができます。 

　人件費については、投・開票事務に伴う時

間外勤務手当は知事選で939万6,502円、参議

院選で1,184万1,716円となっており、全体の

経費に占める割合が知事選では31.9％、参議

院選では37.4％に達しています。 

　時間外勤務手当の額を減らすために、より

正確で効率的・効果的な開票事務に努めると

ともに、過去の選挙での投票日当日の投票状

況を踏まえ、投票時間の繰上げについても検

討していきます。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君、再質問

ありますか。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）ご答弁ありがとうござ

います。 

　近年の情勢とかいろいろな、最近は党とか

それぞれの公約とか、立候補者等の代表とか

幹部がそれぞれの主義主張、応援の弁など、

現場と、ほんで最近はＳＮＳの効果もあり、

投票率を上げるため、それぞれの選択を求め

ることの尽力をしているように思います。基

本的にはよいことであろうと思います。 

　これからまだまだ投票率は右肩上がりとい

うことを仮定して、今回は最近の一番近かっ

た参議院選挙の数字をベースに、幾つか再質

問させていただきます。 

　そして、あと、選挙管理委員会におかれま

しては、いつも選挙のとき以外でもこうやっ

ていろいろ考えてくれているんだなというこ

とを今回質問を通してすごく感じました。感

謝申し上げます。またよろしくお願いします。 

　基本となる数字なんですけど、参議院選挙

ベースで、橋本市、現在の、何日現在とかあ

ると思うんですけど、橋本市の人口で今現在、

何日現在で有権者数が何人で投票率何％、有
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効な投票数を分母に例えたいので、その数を

お答えいただけますか。 

○議長（田中博晃君）選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。 

　参議院選挙が７月20日執行でございました

ので、６月末日現在の人口でお答えいたしま

す。５万7,750人でございました。 

　また、当該選挙の当日有権者数につきまし

ては、国内と、国外の方もおられますので、

合わせまして５万500人でございます。 

　投票率につきましては、選挙区、比例代表

ともに59.03％でございました。 

　また、有効投票数でございますが、選挙区

につきましては２万8,872、比例代表につきま

しては２万8,680でございました。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。 

　ここからが、今後ますます投票率が上がっ

ていってほしいということを期待して聞くん

ですけど、今回の答弁でいいますと、期日前

が１万4,206人、これ引き算すると約半分ぐら

いが期日前に来とる、残りの当日の投票が半

分で、たくさんの投票所があるというイメー

ジになるんです。 

　いろいろ、外部委託とかいろいろ成果はい

いほうに行っているという共感を持っとるん

ですけども、今回問いたいことの一つなんで

すけど、期日前の率が上がってきておるのは

事実なので、期日前投票の場所が、福祉的な

場所はまた後で聞くんですけど、橋本市役所

の１か所しかないということなんです。 

　この点について、例えば、提案するんです

けども、期日前投票を可能であれば各公民館

と市役所で７か所、８か所に分担する。１週

間とか、参議院選挙で２週間ぐらいなるのか

な。例えばこういうふうな取組みとかでやっ

ていくというのはいかがですか。 

○議長（田中博晃君）選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。 

　今回の参議院選挙では旧市民会館、それと

知事選につきましては、会場の確保の都合上、

市役所で期日前投票を実施したところです。 

　期日前投票所を各地区公民館に広げてはと

いうことでございますが、期日前投票所とい

うものにつきましては、選挙のたびに一定期

間、安定して施設・場所の確保を行うことが

求められております。公民館を場所に求める

ということになりますと、館の主催事業であ

りますことや衆議院選挙などの予期せぬ選挙

の対応という難しいところがございまして、

施設の確保について確実にできないというと

ころが大きな障がいと考えております。 

　しかし、設置できたものとしますと、現在

１か所のみで行っている期日前投票に来てき

ていただいている選挙人が一定程度分散する

こととなりますので、加えて、一定の当日投

票所に来られていた方につきましても公民館

に設置の期日前投票所にシフトすることが予

想されますが、ただ、それがどの程度となる

かは現状では予測が難しく感じております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。 

　あくまで、例えば公民館というだけなので、

要は言いたいのは、ここ橋本市役所１か所だ

けやったら、市役所というのはいろんなこと

をするので、来庁される方、選挙が一番大事

なので選挙に来られる方ファーストでいいん

ですけども、やっぱり福祉センターとか子育

てとか福祉とか住民票を取りに来るとか、役

所の駐車場はいっぱいです。 



－180－

　僕らも何かの委員会のすり合わせとか、ち

ょっとここへ来たとき、もう止めるとこない

というのは、これはでも言うたらあかんこと

なんですけど、でもやっぱり緊急を要する人

もおるかもしれないし、我々は遠いところに

止めて歩きゃええ、あかんだら勝手にエバグ

リーンとかに止めたらあかんのですけど、で

も、やっぱりそれぐらい、やっぱり公務があ

れば来なあかん、職員は駐車場がある。当然

のことですね、お金払っとるんやから。 

　ほな、来庁された方の、いっぱいなのとい

うのもこれもちょっとかわいそうかなという

のもちょっとあるので、散らしていくという

か、そういうのも踏まえた上で緩和していく

ということだけを検討してほしいということ

を、もう要望ということにさせていただきま

す。こんなん答弁求めることじゃないので。 

　その次に飛ばさせていただきます。 

　投票所の統廃合の議論というのは同感で、

重たい課題と向き合っていただいとると思う

んです。ありがたいと思っています。提案な

んですけども、たくさんの当日の投票所の編

成というのは、例えば先ほどの７か所ぐらい

に期日前が分散されていて、それをすること

によってもっと期日前投票が上がったら、期

日前投票の定義はちょっと別にしておいて、

すると、あと半分ぐらいですよね。あと半分

ぐらいを投票に行くんやから、そこもうちょ

っとコンパクトにしてもいいんじゃないのと

いう話なんですけど、その点についていかが

ですか。 

○議長（田中博晃君）選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。 

　期日前投票所として各地区公民館を指定す

るということにつきまして、どの程度、選挙

人がシフトするのかというのが見通せないと

ころがございまして、投票に対する処理能力

が問題がないとは断言はできません。ちょっ

と明快ではないんですけれども、今のところ

そのようにしかお答えはできません。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）そういう答えが欲しか

ったわけで、これからまだ議論の途中やとい

うことがすごく分かります。そんなん、今、

答え絶対出れへんと思いますし、１回、選挙

管理委員会の皆さまと、こういう質問があっ

たということを切り口に、また利便性を高め

ていってくれたらなと。結果として投票率が

上がって、駐車場も緩和されて、全てがうま

くいくほうに導けばいいだけの話で、やっぱ

り、やってくれているのは分かるので、その

辺は継続してお願いいたします。 

　話は変わります。ちょっと時間ないので飛

ばさせていただくんですけども、当日の人件

費の観点なんです。当日の人件費が1,184万円

で、だいたい37％と具体的に出とんですけど、

別にこれは国から10分の10、ちょっと超した

分が市単費になろうかと思うので、別に無駄

遣いやどうのこうのじゃないんですけど、私

ずっと気になっていたのが、人件費について

なんです。 

　１級１号の最近入ってくれた１年生の職員

から、部長らは７級ですよね。部長なんかが

出ることはないとは思うんですけども、課長

補佐級、５級ぐらいとなったら、この人の人

件費とこの人の人件費と出てくるわけですよ

ね。業務量って一緒ちゃうんですか。 

　業務量の差について伺いたいんですけど、

せなあかん重要性、市役所のその椅子に座っ

とったらその階級というのが仕事の量と質が

違うのは分かるんです、経験値。でも、今回

のこの選挙の仕事で手挙げて行ってくれる人、

お願いして行ってくれる人というのは、業務

量についての差というのはいかがですか。 
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○議長（田中博晃君）選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。 

　投票事務従事者の間での業務量、質の差と

いいますか、大幅に差があるというものでは

ございません。ただ、一点、投票管理者の職

務代理者という役を担っている職員につきま

しては、投票録の作成でありますとか定期的

に投票状況を本部に報告する、それと、投票

所内でのトラブルの対応等がございまして、

その職員を除きますと、職員間での大きな差

は特にございません。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。 

　人件費に関わることなのでデリケートなの

で、要らんこと言うたら上の人から怒られ、

下の人からは喜んでもらえる、いろんなこと

あると思うんですけども、平等性の観点、人

件費というたら職員課になろうかと思うんで

すけども、こういった見直しとか、どうなん

かな、いろんなことにつながると思うんです。 

　サマーボールに出た人もそうやし、いろん

なとこに出ていったと。こういうことという

のは、その人の職責でしかできないという人

事評価と、何というの、どう表現したらええ

んか、言葉に詰まりがあるんですけども、も

うちょっと下の子を上げたるとかそういうふ

うな、あくまで市単で、赤出してまで必要な

いんですけど、その点についていかがですか。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）選挙事務につ

きましては、現在、本市におきましては事務

従事者の各個人ごとに時間外勤務手当の額を

計算して支給するという対応をしております。 

　今、議員がおっしゃられたとおり、若い職

員であってもベテランの職員であっても業務

量には差がないというところがございますの

で、時間単価を決めて一律支給するですとか、

そういった方法も実施に向けて検討していき

たいと思います。 

　その場合、先ほど選挙管理委員会事務局長

からの答弁もありましたが、若干業務に差が

あるような点もあるということですので、そ

の辺で単価を変える必要があるのかとか、そ

の辺も含めて、今後、慎重に検討していきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

何かこっち側からいい答弁が来るのはあんま

りイメージなかったので、ありがとうござい

ます。でも、ええことやと思います。そうし

たってくださいという思いはあるんですけど、

そこまでは思っていません。だから、１回見

直してみるという、こういうところに、今ま

で考えたことないところにメスを入れてみる、

考えてみるということをしてほしかっただけ

なので。 

　最後です。福祉的な観点からご答弁いただ

いていますけども、現状維持はそのままお願

いします。ただ、現状は厳しくて、手帳をお

持ちの方と要介護５と具体的に言ってくれと

んですけど、実際、現場というのは足の悪い

おじいちゃんおばあちゃんとか独居老人とか

その辺で、「わしは選挙行きたいんやけど、わ

し行けれんのよ」という人も中にはいらっし

ゃるんです。 

　その点についていうたらかなり広い話にな

って、健康福祉部とは調整してないので健康

福祉部は答弁結構なんですけど、イメージだ

けお答えいただけたらうれしいです。今後の

あれを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（田中博晃君）選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。 
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　投票所までの移動手段がない方や独居老人

の方の投票することの権利の保障ということ

でございますが、一例ですが、投票所までの

往復に使うことができるタクシー券の発行で

ありますとか投票所への送迎バスとか、全国

的に見ますとそういう取組みは見られますの

で、本市としましても、対象とする選挙人の

基準でありますとか費用の問題もありますが、

調査・研究に今後努めてまいります。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）よろしくお願いします。

今すぐ決定はできないと思いますけども、や

はりある程度もんで、形になったら、次、一

番大事なのは周知です。知っていただくこと

にはもう徹底していただきたいと思います。 

　二つ目を終わります。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目３、本

市の道路などの維持管理対策に対する答弁を

求めます。 

　建設部長。 

〔建設部長（石井隆博君）登壇〕 

○建設部長（石井隆博君）本市の道路などの

維持管理対策についてお答えします。 

　まず、道路の管理対策としては、交通上の

危険を未然に防ぎ、利用者が安全かつ快適に

道路を利用できるよう、職員による巡回点検

や橋梁などの道路構造物の定期点検を実施し

ています。また、計画的な清掃、除草、補修

などの維持管理を行うことで、道路の健全性

と耐久性を向上させるとともに、大規模修繕

の頻度を抑え、効率的な管理を実現すること

をめざしています。 

　次に、対策が必要な道路に関する情報源に

ついてお答えします。 

　本市が管理する市道は2,279路線あり、総延

長は712キロメートルにも及ぶため、道路管理

者だけでは改修が必要な箇所を全て把握する

ことは現状では難しい状況です。そのため、

対策が必要な箇所については、道路緊急ダイ

ヤルやＬＩＮＥを活用して、市民や道路利用

者から情報をご提供いただいています。 

　また、全国で占用物件の老朽化に起因する

道路陥没事案が発生したことを受け、具体的

な対策案として、今年度より占用者に対して

占用物件の定期点検を促すためのパンフレッ

トを配布する取組みを開始しました。 

　さらに、全国的には、道路管理者と占用者

との間で点検結果や陥没事故の措置事例など

の情報を共有する取組みが進められており、

本市としてもこれらの動向を参考に取組みを

強化していきます。 

　今後も市民や利用者と異常通報や清掃活動

を通じて協力体制を構築し、道路管理者とし

て現状の把握に努め、道路を良好な状態に保

つよう努めてまいります。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君、再質問

ありますか。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）写真をお願いします。 

　いろいろ話をしていく前に、先にもう皆さ

んに見ておいてもろうたほうが、あれ、これ

とか、草、陥没とかいうてもイメージできへ

んと思うので、簡単に、もう橋本市内いっぱ

いあると思うんです。 

　まず、マンホールというのはこの、浮かび

上がったマンホールという表現なんですけど、

これ周りが沈んでいるだけなんです。 

　これ草。道路側にあるコンクリートとアス

ファルトの間の草。草というのはこれのイメ

ージです。皆さんは地元でいっぱい見たこと

あると思います。 

　ひび割れ。グレーチングのところが本来の

高さで、これ下がってきてる、持っていかれ

とるんです。これ市道です。ひび割れで、こ

こから水がいっぱい入って、しみてきとる。 

　これは最近の、これ、うちの地元の、僕の
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家の上なんですけど、１回ストンと落ちたと

ころです。６月２日のゲリラ豪雨で落ちて、

数年かけて直したところが、何回も指摘しと

るんやけど、もうこんなんです。これ動画出

せれんので、動画やったら、コンとたたいた

ら落ちます。もう通ったらあかん状態ですけ

ど、もうこれ以上、建設部長には言いません。 

　これがコンクリート同士の間の隙間がこん

なふうになってきとるんです。これらを見た

上で質問させていただきます。 

　答弁のことを先に聞きますけども、情報源

というのは、緊急ダイヤルとかそんなんとい

うのはどういうものなんですか。市民の周知

はいかがですか。端的によろしくお願いしま

す。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）お答えします。 

　まず、道路緊急ダイヤルですけれども、こ

ちらは国が主体となりまして運営している通

報システムになります。道路の損傷ですとか

落下物などの異常を24時間、＃9910で受け付

けております。こちらに連絡をしますと最寄

りの国道事務所につながりまして、市道であ

れば国道事務所から市に連絡が入るという仕

組みになっております。 

　ちなみに令和６年度の通報件数、橋本市で

言いますと２件でございました。あと、今年

度は８月末時点で７件の通報がございました。 

　あともう一つ答弁させていただきましたＬ

ＩＮＥですけれども、ＬＩＮＥにつきまして

は、橋本市の公式アカウントから「報告・連

絡」「危険場所の連絡」と進んで通報をしてい

ただく仕組みとなっております。 

　令和５年度の道路関係の通報は17件、令和

６年度で31件、今年度８月末時点で４件とな

っております。 

　あと、周知につきましては、ホームページ

の都市整備課のページでお知らせはしており

ますが、ＬＩＮＥで道路の異常通報ができる

ということをどれだけの市民の方々に知って

いただいているかということに関しては把握

はできておりません。ちなみに、その他のサ

ービスも含めまして、橋本市の公式ＬＩＮＥ

の友達登録者数というのは８月末時点で１万

7,000人ということになっております。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）すみません、先ほど写

真がもれておりました。もう一回だけ写真を

お願いします。 

　これはさっきのひび割れ、この次がこれ道

路の下の土台です。空洞。支えとる土のとこ

ろです。分かりますか。これも見ておいてく

ださい。失礼しました。 

　ありがとうございます。こういった陥没と

かひび割れとかというのは、よくないのはよ

う分かっとると思うんですけど、これに対し

てどれぐらい把握しているのか。事前に防止

するということはできないのか。この辺。 

　マンホールが浮き上がっとる写真とか見た

ら分かるでしょうという話。技術屋やったら

分かるでしょうという。この辺の対策案をち

ょっと簡単に教えてください。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）まず、現状把握ど

れだけできているのかというご質問ですけれ

ども、現状把握につきましては、職員の巡視

ですとか先ほど言いました通報システム、あ

と多くは市民の通報から情報を得ております。 

　今年度４月から８月の５か月間でいいます

と、対応した職員の巡視によるものが253件で、

通報によるものが109件ございました。これら

については全て修繕等の対策のほうは完了し

ております。 

　ただ、現状を把握した結果、状態がそれほ

どひどくなくて安全上問題がないと判断した
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場合は、その時点で対策は行わずに経過観察

と位置づけておりますものもございます。現

在、経過観察としておりますのは126か所あり

まして、そのほとんどは舗装のひび割れがそ

ういった対象になっております。 

　経過観察とした現場につきましては、これ

以上状態が悪くならないようにレミファルト

などで応急処置をしたり、注意喚起のために

カラーコーンを設置する場合もありますし、

あと不具合の内容によっては特に対策を講じ

ていないという箇所もございます。 

　マンホールが浮かび上がった状態、こちら

につきましては、造成地なんかで、ある程度、

経年によって地盤の圧密沈下というのはどう

しても生じてしまいますので、マンホールが

浮かび上がってしまっているのは恐らくマン

ホール周辺の地盤が沈下したものと推測いた

しております。 

　ただ、マンホールですとか、そこにつなが

っている管路などの地下構造物が損傷して沈

下を引き起こしているということもあり得な

いことではありません。ですので、マンホー

ルですとか管路の内部を調査して、もし土砂

の流入がなければ地盤の圧密沈下が原因とい

うふうに判断できますので、その場合はマン

ホール周辺の段差解消として舗装の修繕を行

います。 

　もしマンホールの中に土砂がたまっていれ

ば、地下埋設物のどこかに損傷があるという

ふうに思われますので、それを修繕して舗装

の復旧を行うという形になります。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）もっと簡単で結構です

よ。簡単に聞きたいので、そういったプロフ

ェッショナル的なことも大事なんですけど、

今の答弁で聞きたいのが今回の目的の一番な

んです。軽度のところはそのまま行くじゃな

いですか。ひび割れとかは見逃すわけじゃな

いですか。僕そこに問題があると言うんです。 

　人間の疾病率と一緒で、何というんかな、

軽度のときに何かを埋めといて水が入れへん

ようにしといたら、逆に裏を返せば、もうち

ょっと悪なっていったら税金投入して修理し

たろと聞こえるんです。それを技術屋も柔ら

かい観点でやってほしいというのがそれのお

願いと、軽度のときに、絆創膏を貼るじゃな

いけども、そういうことをしたら悪くなるパ

ーセンテージが低くなるよという素人ながら

の勉強した結果と、草。草刈りの人件費もも

のすごいもったいない。どこのやつもやっと

るけど、道路の際から草というのは根強いの

で来ます。雑草が生えてきたら刈って、それ

で終わりなんですかという話なんです。そこ

を考えていただきたいんです。それについて

はもう答弁は結構です。考えてほしいんです。 

　考えて結果、僕が今回提案したいのは、道

路の草とか隙間に関してすばらしい調査・研

究をした自治体があると。前に部長に言いに

行ったと思うんです。これ私、次、自分の政

務活動として１回そこは勉強に行こうと思う

とるんですけど、誰か現場職員をつけてくれ

るなり同行していただきたい、これを要望す

るんですけど、それの答弁だけ、イエスかノ

ーかをくれて、もうこの議論は終わります。 

○議長（田中博晃君）建設部長。 

○建設部長（石井隆博君）確かに、道路管理

をする中で非常に負担となっておりますのが

草刈りです。予算的にもそうですし人員的に

も大変苦労しております。ですので、成果を

上げられている先進地事例というのがあるの

であれば、ぜひ研究のほうはしたいと思って

おります。その調査・研究の方法につきまし

ては、また中で相談をさせていただきたいと

思います。 

　以上です。 

○議長（田中博晃君）次に、質問項目４、職
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員の勤務時間と体制に対する答弁を求めます。 

　総合政策部長。 

〔総合政策部長（井上稔章君）登壇〕 

○総合政策部長（井上稔章君）職員の勤務時

間と体制についてお答えします。 

　本市ではこれまで、時差勤務制度や在宅勤

務制度の導入を通じて働き方改革に継続的に

取り組んでいますが、本年の６月からは統一

ノー残業デーを毎週水曜日に設定する新たな

取組みを開始しました。 

　この制度は、多くの企業や官公庁で導入さ

れている働き方改革の取組みの一つであり、

制度の導入により、職員が定時で退庁できる

環境を整え、業務の効率化を図るとともに、

長時間労働を抑制することで仕事にめり張り

をつけ、心身の健康維持やワーク・ライフ・

バランスの実現につなげたいと考えています。 

　議員おただしのとおり、業務量そのものが

減少しない中で時間外勤務を減少させること

は難しい側面はございますが、本市ではデジ

タル化による業務プロセスの見直しなどを進

めることにより、業務効率の改善と時間外勤

務の適正化をめざしているところです。また、

職員の働きぶりや成果などについては、人事

評価制度に基づき、公平かつ公正な評価を行

うよう努めているところです。 

　次に、休憩時間についてですが、一部の職

場を除き、原則として正午から午後１時まで

を休憩時間としており、適切に休憩時間を取

得することで職員が効率的に職務を遂行でき

る環境を整えています。一方で、勤務時間中

は職務に専念する義務が課されているため、

やむを得ない事情がある場合を除いて、業務

と関係のない私的な活動に時間を費やすべき

ではないと認識しております。 

　今後も全職員に対して法令や規則を遵守す

るよう周知を図りつつ、所属長がしっかりと

所属職員の労務管理をしていくよう徹底して

まいります。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君、再質問

ありますか。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）紳士的な答弁やったよ

うに思いますが、どこまで現場を知っとって

この答弁になっとんかなというのが印象です、

はっきり言うて。 

　こういうルールのはずですとか周知します、

時間外減に努めます、私的な時間はないはず

です、その管理は所属長に任せていますと、

300人も400人もいてるのにねと思いながら質

問させていただきます。 

　時差出勤というのは当時コロナで東京都が

やったり、僕、前にも一般質問したんですけ

ど、時差出勤の定義でいうと、民営委託とか

デジタル化は一定の評価をしています。答弁

でしたら、12時１時の窓口業務の対応の人と

いうのは、休憩時間を昼の時間ちょっとずら

しとるとかそういうふうにまた言うんでしょ

うけども、自分のデスクの上で昼食を食べて

いる方とかそんなんは、昼食当番というか１

人はコーンが立っていますけど、前にも言う

たと思うんですけど、この人らって結局、２

人目、３人目お客さまが、市民が来庁された

らボランティアしていますよね。この辺の緩

和というのは所属長に任しとるんですか。お

願いします。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）基本的には所

属長が主となって進めているところですが、

例えば窓口業務で必要なところでは、窓口業

務の当番をつくる等して休憩時間をずらすと

いうような形で休憩時間を確保しているとい

うふうに認識しています。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）その認識やったら、多

分、現場は見れてないのかなと。僕は昼間、
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見に行くんです。一度、部長も12時１時、ち

ょっとボランティアして回ってみたら分かる

と思います。いっぱいいろんな人が出ていっ

て、お昼の時間を削って市民対応してくれて

います。現場を知ったら答弁も変わってくる

のかなというふうに願います。 

　今日はたまたま10日の水曜日のノー残業デ

ーなんですか、今日は。私から言わせたら無

理やり帰れの日ですよね。業務量が減るわけ

ではありませんし、こういうのを改革すべく、

これ話をしたいんです。 

　答弁どおり、仕事が減るわけではありませ

ん。それこそ所属長に任せて、曜日を変えて

いくとかしないといけないと思うんですけど、

いかがですか。統一せなあかんのですか。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）これ統一ノー

残業デーを実施するのは、壇上でもご答弁さ

せていただきましたとおり、働き方改革の中

では代表的な一つの手法となっているところ

であります。職員のアンケートを取っている

ところもあるんですけども、職員のアンケー

トでは「帰りやすくなった」というようなア

ンケートが46％を超えているところです。 

　また、統一ノー残業デーの前に庁舎に対し

てアナウンスを入れているんですが、いわゆ

る市民の方々にも市役所の業務の終了時刻を

お知らせしたり、「本日は統一ノー残業デーで

す」というのをパソコンのモニターの中に出

るようにしたりと、こういうようなアナウン

スもしております。 

　それに対しても、「非常に帰りやすくなっ

た」とか「意識改革にもつながった」という

ような前向きな意見も60％程度頂いています

ので、一定、職員に対する意識というのは上

がっているというふうには認識しております。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）一定の効果は当然ある

と思いますが、現場職員の課長に委ねてノー

残業デーの日を自由に決めさすということで

委ねても、今の一定の効果以上ある可能性も

あるかもしれないじゃないですかということ

を申し上げたいので、役所のルールなので、

市長、副市長、総合政策部長で決めていただ

いたらいいと思います。僕は別にここは議決

に関することはないので、質問だけさせてい

ただきます。 

　お金の観点から。ノー残業デーが実施され

たら、まだ７年の決算も終わってないし８年

の決算もまだ１年半先なので、ほんなら、こ

こら辺はちゃんと目標の見込みというのは設

定しているんでしょうねということを聞きた

いんですけど、いかがですか。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）いわゆるお金

といいましたら時間外勤務手当のことを指し

ておるのかなというふうに認識しております

が、統一ノー残業デーを指定した以降のいわ

ゆる時間外勤務の状況をデータとして把握し

ております。そのデータを少し述べさせてい

ただきますと、令和６年度の時間と比較しま

して、６月では87％、７月では85.8％と、約

13％から15％程度、時間外については縮減さ

れておるという実績がございます。 

　昨年度の状況と本年度の状況が業務の内容

として全く同じというわけではないとは思う

んですが、一定、効果があるのかなというふ

うには判断しております。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）それは効果があるとい

うんやったら、１年、２年後に数字で見ます。

今お答え出えへんので、それが正しかったら

それでいいと思います。でも、僕はやっぱり

ちょっと違うかなと。同じ費用対効果で数字

で１年、２年後に出すのであれば、やっぱり

所属長を信用して、まずは業務量の見直し。 
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　デジタル化はオーケーです、業務率が上が

るのであれば。改善して、それを財政課が一

生懸命やってくれて提案しよるのでいいと思

います。業務量に対しての人の人員配置がま

ず基準。人ありき、人の成長ありき。デジタ

ル化で効率を上げることや民間委託がよいと

ころを財政発信やっています。担当課長の合

意ありきの改善に挑戦して、二、三年後の費

用対効果になる。これが僕、順番やと思うん

です。 

　業務量の改善と人ありきはいつするんです

か。これからするんですか。まずはノー残業

デーしてこうやと。どうも私、矛盾を感じる

んです。これはもう答弁結構です。多分合わ

ないと思うので。 

　そこから人事評価です。そうやって人事評

価していく上で、ちゃんと、前の総合政策部

長が話をしたときは、ＡないしＢの人がほと

んどでと。ほんなら何でこんな業務量が多い

のと。何でこんな時間外が多いのと不思議に

決算ベースで思うんです。現場で話をしたら、

人が足れへん人が足れへん、業務量は増える

と。教育委員会なんかは特にそうですね。そ

こが唯一共感を持てるところですよね。人は

足らへんのですよね。言えれへん。これこそ

が、何というの、ハラスメントになるんとち

ゃうんかなと。言いたいことを言えれへん。 

　お金ない、でも、いろんなとこで稼ぐ力、

いろんなとこで削って財源を生み出して、健

全化して市民サービスしていく。でも、やっ

ぱり一番大事なのは橋本市民の最大の幸せや

と、市長おっしゃることはごもっともやけど、

それと同じぐらい大事なのは橋本市役所で働

いている人の、何というんかな、も大事なん

ちゃうんかなと。同じぐらい大事なんちゃう

かな。オーバーワークでとか、できる人とで

きない人、言葉は悪いかもしれないけども、

謝りますけど、そこにちゃんと人事評価して

頑張っとる者が報われる社会のピラミッドを

ちゃんとできとるんであれば、ノー残業デー

とか所属長に任せたら済むことやんと思うん

です。所属長が帰れ言うたら帰ったらええん

です。別に総合政策部長、トップから行かん

でも、ノー残業デー、放送流さんでも。 

　じゃ、伺いますけど、健康福祉部長は答弁

しないでください。福祉的なとこ、役割、い

ろんな相談ダイヤルとかありますよね、福祉、

子育てのとこに充実しとる橋本市は。そうい

う人らはどうやって電話来たらどない受けて

するんですか、限られた職員の中で。お答え

ください。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）ちょっと質問

の趣旨と合っていなかったら申し訳ないので、

再度聞いていただけたらと思うんですけれど

も、福祉部局というのはいわゆる相談業務の

ことをおっしゃっているんだというふうに思

います。相談業務に関しても勤務時間、８時

半から５時15分まで、その間でしっかりとで

きるような体制をつくる。もしくは、それが

もしできないのであれば、緊急的な対応がで

きるように業務委託をするですとかいろんな

やり方はあると思います。 

　その辺については、今現状、相談業務に関

してかなりやはり時間外が発生しているとい

うのも認識しているところではございますの

で、健康福祉部とも調整しながら、どういう

対応が一番いいのか。議員おっしゃっている

ように、もう本当に職員の健康と働き方とい

うのが一番大事だと思っておりますので、そ

の辺については、今後、健康福祉部ともしっ

かり協議してまいりたいと考えております。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）だから、順番が違って、

言うとることは総合政策部長は合うとんです。

だから、その相談と健康福祉部の連携と対話
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ありきでノー残業デーを所属長に委ねる、部

長じゃなくて福祉センターの四、五人おる課

長に委ねるというのが理想なんちゃうんです

かと。現場じゃなかったら現場の代替案なん

か出せないじゃないですか、職員課に。 

　帰ってから、ほんなら携帯鳴ったら出らな

あかんでしょう。命の危機に直面しとったら

あかんから、出らなあかんでしょう。ほな、

そこは電話出たら時給発生するんですか。ほ

な、携帯電話は役所のやつなんですか。 

　きちんとしましょうよ。それだけ言いたい

んです。別に答弁できないから結構です。で

も、ほんまに向き合うたらんと、帰れる部署

と帰れれへん部署がある。またこれから考え

てください。 

　時間外をやるなと言うとるんとちゃうんで

す。ノー残業デーをそれぞれつくって、今日

は経済推進部おれへんな、今日は総務部は早

う帰ったなとか、たまにどこかで居酒屋で飲

んどったらええなと、そないに思うとるだけ

なんです。誤解のないように。 

　部長、いつもそうやって、僕が勝手に被害

妄想に入っとるんですけど、こういう認識で

す、こうやって徹底していきますと言うけど、

休憩の部分について伺います。時間ないので

端的に行きます。 

　時間外の減とか私的な時間に費やさないで

ちゃんとせなあかん、１時間の休憩を与えと

る、それ以外はするなというふうにすごくき

つく言うので、そう答弁したら、次、僕、百

ゼロの再質問せなあかんなるんです。 

　だから、よう携帯触ってそこらで立っとる

職員いますやん。エレベーターのはたとかデ

ッドスペース行ってしゃべっとる人いていま

すやん。でも、俺しゃべったらええと思うん

です。子育てしとるお母さんが保育園からの

電話かもわからへん。出たらええと思う。時

間もやったらいい。めり張りつけたらいい。 

　たばこもそうです。ちゃんと分煙スペース、

よその市役所やったらありますよ。ちゃんと

作ったってほしいと思う。あんな何かちょっ

と囲んだだけで煙垂れ流すようなとこと違う

て。大事なたばこ税というのが橋本市に入っ

ています。補助金もあります。ちゃんとめり

張りつけるというんやったら、そういうとこ

をめり張りつけてからそういうことを言って

いただきたい。 

　たばこについて伺いますけど、たばこ吸う

時間いうたら12時１時しかない。出勤前、ほ

んでチャイム鳴ってから。これしかないとい

うふうに答弁するんでしょうけど、実際、現

場分かっていますか。いかがですか。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）そのように答

弁させていただくつもりですが、市役所の庁

舎内でたばこを吸う時間というのは、基本的

には12時から１時までの休憩時間というふう

になっております。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）ここから先を僕は詰め

るとしんどくなるので僕も言いませんけど、

僕も吸います。議場の中に吸う方が何人おる

んか分からないけども、分煙というのがちゃ

んと法律で認められとるんやから、ちゃんと

分煙のとこを職員のスペースをまず作ってあ

げてくださいというのを、要望なので、要望、

お願いです。もうせえへんのやったらせえへ

んで結構です。するか、せえへんか、また後

日ください。 

　最後に伺いたいのが、市民病院、福祉セン

ター、教育委員会、もう時間ないのでもうい

いです。この辺らかって吸う人はおると思い

ます。12時１時というても、その中12時１時

も与えられないところでしょう。福祉部局と

か病院のとこって吸うスペースないじゃない

ですか。でも、吸う人は実在しますやん。 
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　どうなってんのと言うたら、もう牢屋に入

れられたような感じになっちゃうので、これ

以上は言いませんけど、僕が今回の一般質問

で言いたいのは、議員としては低いことを言

うかもわからないけど、ある程度の所属長に

委ねれということです。だから、仕事の改革

で息詰まったら缶ジュース自販機も押したい、

電話も出たい、ＬＩＮＥもしたい。 

　やり過ぎたらあかん。業務内容というのは

一定できちんと市民サービスせなあかんけど、

やっぱり息抜く時間というのは、こんな時代

やったら与えたらなあかん。それがたばこな

のか自販機なのか、そんな１時間もかけて電

話しとっとるやつはそんな者はごめんやけど、

ちょっと処分してほしいと思うけど、それを

管理するのが所属長じゃないですか。 

　所属長との信頼関係をナンバー２、ナンバ

ー３の課長補佐と職員課とか総合政策部長が

もうちょっとコミュニケーションを取れとっ

て、ある程度のところで僕はいいと思ってい

るんです。僕は間違っているかもしれません。

でも、詰めたったらしんどなるとこもあるの

で、やっぱりふわっとした感じで。ただし、

たばこも吸わない真面目にやっとる人に悪い

ので、めり張り、サッカーでいうロスタイム

というんかな。 

　だから、時間外の所属長が判つくのに責任

があるんです。だから、ノー残業デーも所属

長に任すんです。だから、僕が合うとるか間

違うとるか分かりません。間違っとると思い

ますけども、その答弁でいうと、そこまで詰

めなあかんということ。じゃ、質問するなよ、

逃したれよという議論になるのかという話な

ので、やっぱり時間外をつける所属長がもっ

とその現場職員を知る。ほんで、ノー残業デ

ーをつくるんやったら、もっと現場職員を知

ってからこの発令をしてほしい。 

　これが今回の一般質問です。もうこれ以上

申し上げることはございません。総合政策部

長、最後に意見いただいて、あんまり、僕に

しては静かな一般質問やったと思うんですけ

ど、よろしくお願いします。 

○議長（田中博晃君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）まずは職員の

ことを思って言っていただいていることが伝

わりました。ありがとうございます。 

　しかしながら、やっぱり服務の規定という

のがございますので、ぴちぴちに詰めるつも

りはございませんが、今のやり方も一旦進め

させていただいて、検証した上で、よりよい

やり方を再度また、今後も続けていきたいと

思っております。 

　ありがとうございました。 

○議長（田中博晃君）９番　堀内君の一般質

問は終わりました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（田中博晃君）これにて一般質問を終

結いたします。 

　以上で本日の日程は終わりました。 

　本日はこれにて散会いたします。 

（午前11時44分　散会） 
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